
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

福
島
県
議
会

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

四

規

則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
及
び
福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
四
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県

規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
を
「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金

額
」
に
、
「
の
株
式
等
」
を
「
の
一
般
株
式
等
」
に
改
め
、
「
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
の
下
に
「
、
同

法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
を
加
え
る
。

「

土
地
等
の
譲
渡
等
に

係
る
事
業
所
得
及
び

雑
所
得

分

短
期
譲
渡
所
得

離
長
期
譲
渡
所
得

様
式
第
三
号
中

株
式
等
の
譲
渡
に
係

る
事
業
所
得

譲
渡

、
課

所
得
及
び
雑
所
得

上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得

税

先
物
取
引
に
係
る
事

業
所
得

譲
渡
所
得

、
及
び
雑
所
得

「

土
地
等
の
譲
渡
等
に

係
る
事
業
所
得
及
び

雑
所
得

短
期
譲
渡
所
得

分

長
期
譲
渡
所
得

離
一
般
株
式
等
の
譲
渡

に
係
る
事
業
所
得
、

を
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
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得

課
上
場
株
式
等
の
譲
渡

に
係
る
事
業
所
得
、

譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得上
場
株
式
等
の
配
当

税
等
に
係
る
利
子
所
得

及
び
配
当
所
得

先
物
取
引
に
係
る
事

」

業
所
得

譲
渡
所
得

、
及
び
雑
所
得

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県

規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
一
条
の
二

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、
情
報

の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
役
員
（
監

事
を
除
く
。
第
一
号
並
び
に
第
五
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
監
事
の
職
務
の

遂
行
の
た
め
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
法
人
の
役
員
及
び
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
監
事
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を
図
る
べ

き
者

３

前
項
の
規
定
は
、
監
事
が
公
正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設
及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

監
事
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
法
人
の
他
の
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら

の
者
に
相
当
す
る
者
と
の
意
思
疎
通
及
び
情
報
の
交
換
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

監
査
報
告
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
事
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

法
人
の
業
務
が
、
法
令
等
に
従
っ
て
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
中
期
目
標
の
着

実
な
達
成
に
向
け
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

三

法
人
の
役
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
等
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
当

該
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
運
用
に
つ
い
て
の
意
見

四

法
人
の
役
員
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
、
不
正
の
行
為
又
は
法
令
等
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

五

監
査
の
た
め
に
必
要
な
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

六

監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

第
二
条
第
二
号
中
「
契
約
」
を
「
競
争
入
札
そ
の
他
契
約
」
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
三
条
第
一
項
中
「
申
請
書
に
中
期
計
画
を
添
付
し
て
」
を
「
中
期
計
画
を
記
載
し
た
申
請
書
を
」

に
、
「
の
開
始
の
日
の
」
を
「
開
始
」
に
、
「
成
立
後
最
初
の
」
を
「
最
初
の
事
業
年
度
の
属
す
る
」

に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
の
規
則
」
を
「
に
規
定
す
る
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
」
を
「
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

中
期
目
標
の
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
報
告
）

第
六
条

法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
が
次
の
各
号
に
掲
げ

る
報
告
書
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
項
目
ご
と
に
自
ら
評
価
を
行
っ
た

結
果
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら

か
に
し
た
報
告
書

当
該
事
業
年
度
に
係
る
年
度
計
画
に
定
め
た
項
目

二

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当

該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書

中
期
計
画
に
定
め
た
項

目
（
意
見
の
申
立
て
の
付
与
）

第
七
条

福
島
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
（
福
島
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
条
例
（
平
成
十

七
年
福
島
県
条
例
第
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
福
島
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
を
い
う
。
）

は
、
法
第
七
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
法
人
に
意
見
の
申
立
て
の
機
会
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
中
「
第
一
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
第
一
章
第
八
十
五
」
を
「
第
一
章
第

八
十
七
」
に
、
「
同
章
第
八
十
八
」
を
「
同
章
第
九
十
一
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
）

第
十
条

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

事
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

ア

目
標
、
業
務
内
容
、
沿
革
、
設
立
に
係
る
根
拠
法
、
主
務
官
庁
、
組
織
図
そ
の
他
の
法
人
の

概
要

イ

事
務
所
（
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。
）
の
所
在
地

ウ

資
本
金
の
額
（
前
事
業
年
度
末
か
ら
の
増
減
を
含
む
。
）

エ

在
学
す
る
学
生
の
数

オ

役
員
の
氏
名
、
役
職
、
任
期
、
担
当
及
び
経
歴

カ

常
勤
職
員
の
数
（
前
事
業
年
度
末
か
ら
の
増
減
を
含
む
。
）
及
び
平
均
年
齢
並
び
に
法
人
へ

の
出
向
者
の
数

キ

非
常
勤
職
員
の
数

二

財
務
諸
表
の
要
約

三

財
務
情
報

ア

財
務
諸
表
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
概
要

イ

重
要
な
施
設
等
の
整
備
等
の
状
況

ウ

予
算
及
び
決
算
の
概
要

四

事
業
に
関
す
る
説
明

ア

財
源
の
内
訳

イ

財
務
情
報
及
び
業
務
の
実
績
に
基
づ
く
説
明

五

そ
の
他
事
業
に
関
す
る
事
項

第
十
一
条
中
「
第
三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
会
計
監
査
報
告
の
作
成
）

第
十
一
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
り
、

情
報
の
収
集
及
び
監
査
の
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
人
が
公

正
不
偏
の
態
度
及
び
独
立
の
立
場
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
関
係
の
創
設

及
び
維
持
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
法
人
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
意
思
疎
通
を

図
る
べ
き
者

３

会
計
監
査
人
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
会
計
監

査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
及
び
そ
の
内
容

二

財
務
諸
表
（
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
人
の
財
政
状
態
、
運
営
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全

て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
と
き
は
、

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
事
項

ア

無
限
定
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
公
立
大
学
法
人
会
計
基
準
そ
の
他

の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
法
人
の
財
政
状
態
、
運
営
状

況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
旨

イ

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
除
外
事
項
を

除
き
公
立
大
学
法
人
会
計
基
準
そ
の
他
の
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
準

拠
し
て
、
法
人
の
財
政
状
態
、
運
営
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
等
を
全
て
の
重
要

な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
除
外
事
項

ウ

不
適
正
意
見

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
が
不
適
正
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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三

前
号
の
意
見
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

四

追
記
情
報

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
、
事
業
報
告

書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
に
関
し
て
必
要
な
報
告

六

会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

４

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
追
記
情
報
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に

関
し
て
説
明
を
付
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
又
は
財
務
諸
表
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事

項
と
す
る
。

一

正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更

二

重
要
な
偶
発
事
象

三

重
要
な
後
発
事
象

第
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
内
部
組
織
）

第
十
二
条
の
二

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
の
内
部
組
織
と
し
て
設
立
団
体
の
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
理
事
、
監
事
及
び
法
人
が
設
置
す
る
大
学
と
す
る
。

（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
）

第
十
二
条
の
三

法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
と
し
て
設
立
団
体

の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
法
人
の
教
育
研
究
上
の
重
要
な
組
織
の
長
、
法
人
の
職
員
の
給
与
の
支

給
の
基
準
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
地
位
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
地
位
と
し
て
法
人

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
私
学
・
法
人
課
）

福
島
県
議
会

福
島
県
議
会
告
示
第
一
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

福
島
県
議
会
議
長

吉

田

栄

光

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平

成
七
年
福
島
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
を
「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金

額
」
に
、
「
の
株
式
等
」
を
「
の
一
般
株
式
等
」
に
改
め
、
「
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
の
下
に
「
、
同

法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
を
加
え
る
。

「

土
地
等
の
譲
渡
等
に

係
る
事
業
所
得
及
び

雑
所
得

分

短
期
譲
渡
所
得

離
長
期
譲
渡
所
得

様
式
第
三
号
中

株
式
等
の
譲
渡
に
係

る
事
業
所
得

譲
渡

、
課

所
得
及
び
雑
所
得

上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得

税

先
物
取
引
に
係
る
事

業
所
得

譲
渡
所
得

、
及
び
雑
所
得

「

土
地
等
の
譲
渡
等
に

係
る
事
業
所
得
及
び

雑
所
得

短
期
譲
渡
所
得

分

長
期
譲
渡
所
得

離
一
般
株
式
等
の
譲
渡
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に
係
る
事
業
所
得
、

を

譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得
課

上
場
株
式
等
の
譲
渡

に
係
る
事
業
所
得
、

譲
渡
所
得
及
び
雑
所

得上
場
株
式
等
の
配
当

税
等
に
係
る
利
子
所
得

及
び
配
当
所
得

先
物
取
引
に
係
る
事

」

業
所
得

譲
渡
所
得

、
及
び
雑
所
得

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総

務

課
）


